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高槻市民間学童保育室運営事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域の理解と協力のもとに実施する民間学童保育室運営事業（以下「事業」 

という。）の実施について、必要なことを定める。 

２ 事業の実施に伴う補助金の交付については、高槻市補助金交付規則（昭和４０年２月２２ 

日規則第２９０号）及び高槻市民間学童保育室運営事業費補助金交付要綱（平成２８年９月 

２９日既決高子育第１０７３号）に定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、児童福祉法（昭和２２年１２月１２日・法律第１６４号、 

以下「法」という。）、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年４

月３０日・厚生労働省令第６３号、以下「設備運営基準」という。）、高槻市児童福祉法に基

づく事業及び施設に関する基準を定める条例（令和３年１２月１６日高槻市条例第４５号、

以下「基準条例」という。）、高槻市立学童保育室条例（昭和５４年３月２７日高槻市条例第

１３条、以下「保育室条例」という。）及び、高槻市立学童保育室条例施行規則（昭和５４

年３月３１日高槻市規則第１５号、以下「施行規則」という。）による。 

 

（運営主体） 

第３条 運営主体は、法人で、法第３４条の８第２項に規定される放課後児童健全育成事業の届出 

を行っているものとする。 

 

（入室児童） 

第４条 入室児童は、次の条件（１）かつ（２）に該当する者とする。 

（１）高槻市内に在住し、かつ小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部

を含む。）に就学している１年生から６年生の児童。 

（２）その保護者及び児童と同居の２０歳以上６５歳未満の者全員が、概ね週４日以上、１ 

４時以降まで及び１日４時間以上の労働又は就学をしていること、又は疾病等その他の

理由により放課後の保育に欠けていること。 

  ２ 補助事業に支障のない範囲において、前項に該当しない児童の入室を妨げない。 

 

（入室申請等） 

第５条 民間学童保育室の施設長は（以下「施設長」という。）、民間学童保育室に入室しようとす

る者に、民間学童保育室入室申請書（様式第１号）及び民間学童保育室入室審査申請書（様

式第１号の２）に必要な書類を添付したものを提出させ、民間学童保育室入室審査申請書（様

式第１号の２）に必要な書類を添付したものを高槻市（以下「市」という。）に提出し、市

の審査を経たうえで、契約をしなければならない。 

  ２ 民間学童保育室を退室しようとする者は、民間学童保育室退室届出書（様式第２号）によ 

り、その旨を民間学童保育施設の長に届け出なければならない。届け出を受けた施設長は、

速やかに市に報告しなければならない。 

 

（定員） 



- 2 - 

 

第６条 民間学童保育室の定員は、１の支援の単位につき、４０人とする。 

２ 市長は、入室の申請状況等により特に必要と認める場合については、民間学童保育室の管 

理及び運営に支障のない範囲において、定員を定めることができる。 

 

（事業内容） 

第７条 事業においては、基準条例に定めるもののほか、次の活動を行うものとする。 

 （１） 放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保 

 （２） 放課後児童の安全確認 

 （３） 放課後児童の活動状況の把握 

 （４） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

 （５） 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと 

 （６） 家庭との日常的な連絡、情報交換の実施 

 （７） 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援 

 （８） その他、放課後における児童の健全育成上必要な活動 

 

（休業日、開所時間及び年間開所日数） 

第８条 学童保育室の休業日は、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号） 

に規程する休日及び年末年始とする。 

２ 学童保育室は、保育室条例第７条の規定に準じて、休業日以外の平日は、１３時３０分か 

ら１８時まで、土曜日は、８時３０分から１７時まで、土曜日以外の小学校の休業日は、８

時３０分から１８時まで、開所することを原則とする。 

３ 新１年生の受入れに当たっては、保護者や保育所等との連携のうえ、４月１日から受入れ 

ることとし、給食開始までの対応として、概ね４月８日から同月の３０日までの土曜日を除

く日は、１０時から１８時までとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、事前に利用者に周知したうえで、実情に応じて開所日及び開 

所時間を変更することができる。 

５ 年間の開所日数は概ね２６５日程度とする。 

６ 第１項の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認める場合は、臨時に休業することが 

できる。 

 

（保育料） 

第９条 施設長は、民間学童保育室に入室した児童（以下「入室児童」という。）の保護者から、 

入室児童１人につき月額６，０００円（８月分は１２，０００円）の保育料を徴収しなけれ

ばならない。ただし、利用時間を延長して利用させる場合や、おやつ等を提供する場合等は、

それにかかる費用を入室児童の保護者から徴収することができる。その場合、施設長は徴収

額を書面等で市長に報告しなければならない。 

 

（設備及び運営の基準） 

第１０条 運営主体は設備運営基準及び基準条例第６条から第１０条の規定に定める設備及び運

営の基準を満たさなければならない。 

２ 基準条例第８条の規定に定める専用区画は、物置、便所等対象児童が直接活動において 

使用しない部分を除いたものとする。 
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（職員） 

第１１条 運営主体は、設備運営基準第１０条及び基準条例第９条の規定に定める職員の基準を満

たすこと。 

 

（研修） 

第１２条 運営主体は、職員の資質向上を図るため、研修の機会を確保しなければならない。 

 

（安全管理） 

第１３条 運営主体は、設備運営基準第２１条の規定に定める対応のほか、危険を防止する措置を

講じ、事件、事故及び災害等（以下「事故等」という。）の発生時に迅速かつ的確な緊急

対策を実施できるよう関係機関との連携に努めなければならない。 

２ 運営主体は、学童保育室において事故等が発生した場合、放課後児童健全育成事業におけ 

る事故の報告等について（平成２７年３月２７日、厚生労働省雇用均等児童家庭局育成環境

課長雇児発０３２７第１号。）により、速やかに市長に報告しなければならない。 

 

（児童の受入れ） 

第１４条 児童の受入れに当たっては、安全確保に努め、次の条件を満たすように努めなければな

らない。 

（１）施設の近隣に公園・広場等があり活動に利用できること、また、施設の近隣や通学路に

は広い歩道やガードレールが設置されているなど、安全面が確保できていること。 

（２）施設は児童の健全育成に望ましい環境であること。 

（３）その他児童の特性に応じた施設の整備に努めること。 

（４）職員は、配慮を要する児童の受入れに係る研修を受講するなど、児童の受入れに係る対

応についての知識と経験を積むように努めること。 

 

（個人情報の保護） 

第１５条 運営主体は、この事業による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。）を遵守しなければならない。 

 

（事業の変更、廃止または休止） 

第１６条 運営主体は、事業内容に変更、廃止または休止したときは、法第３４条の８第３項、 

第４項に規定される事業変更の届出、事業廃止または休止の届出を、速やかに市長に提出し

なければならない。 

 

（留意事項） 

第１７条 法第６条の３第２項に規定する目的を異にするスポーツクラブや塾等については、本事 

業に該当しない。 

２ 利用児童の募集に当たっては、事業の公共性に留意して行うこと。 
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附則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２８年９月 2日から施行し、平成２８年７月１日から適用する。 

 

附則 

     この要綱は、令和元年 5 月 1 日から施行する。但し、この要綱の施行の際、現に改正

前の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の様式によ

り作成した用紙等として使用することができる。 

 

附則 

     この要綱は、令和３年４月１４日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 

附則    

     この要綱は、令和４年４月１５日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

附則    

     この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 


